
令和４年度土壌汚染対策基金事業計画書 
 
 土壌汚染対策法（以下「法」という。）の改正等取り巻く状況の変化を踏まえ、土壌汚染

対策基金事業の充実を図り、法に基づく土壌汚染対策の円滑な実施に寄与する。 
 
１．助成金交付事業 （予算額 48,341千円）  

土壌汚染の対策が必要な区域として指定された要措置区域において汚染の除去等の措 
置を講じる者に対して助成を行う都道府県等に対し、助成金の交付を行う。 

 
２．照会・相談事業 （予算額 5,438 千円）  

専門相談員を配置し、土地所有者、事業者等からのメール、電話、面談による照会・ 
相談に応じる。また、専門相談員が出向いて行う地方相談会を実施する。 

 
３．普及啓発事業 （予算額 19,024 千円） 

土壌汚染の健康リスクや土壌汚染の調査・対策、リスクコミュニケーションについて 
広く国民に普及啓発を行うため、次の取組を行う。なお、セミナー等についてはオンラ 
インを活用する等、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努める。 
 

(1) 土壌汚染対策セミナー等の開催 （予算額 8,738 千円） 
環境省及び公益財団法人日本環境協会（以下「協会」という。）の主催により、広く事 

業者、一般国民等を対象に土壌汚染の健康リスクその他の土壌汚染に関する基礎的な知 
識の普及を図ることを目的とするセミナー（「土壌汚染対策セミナー」）を開催する。 
 セミナーの開催に併せて、土壌汚染対策基金及び支援業務について説明を行う。 

 
(2) セミナー等への講師派遣 （予算額 914 千円） 
  地方公共団体、民間団体等が土壌汚染や対策技術等に関する普及啓発を目的に実施す 
るセミナー、イベント等に対し、要望に応じ講師派遣を行う。 

  併せて、セミナー等の参加者に対し、土壌汚染対策基金及び支援業務に関するパンフ 
レットの配布等を行い、土壌汚染対策基金事業の周知を図る。 

 
(3) パンフレット等の制作（予算額 1,700 千円） 
  土壌汚染対策法に基づく基準の見直し等を踏まえ、必要な土壌汚染に関するパンフレ

ット等の改訂を行い、配布する。 
 
(4) 環境関連のイベント等での普及啓発 （予算額 4,428 千円） 
  土壌汚染対策法に基づく基準の見直し等を踏まえ、パネル、映像資料の改訂を行う。



土壌汚染や環境に関わるイベント等へ出展し、パネルの展示、映像資料による解説、パ

ンフレットの配布、簡易な相談実施により、普及啓発を行う。 
  また、地方公共団体、民間団体等の要望に応じパネルの貸出しを行う。 
 
(5) ホームページの充実 （予算額 1,650 千円） 
  土壌汚染対策法に基づく基準の見直し等を踏まえ、ホームページのコンテンツの充

実・追加等土壌汚染に関する情報発信をさらに強化する。 
 
(6) その他 （予算額 1,594 千円） 
  土壌汚染対策基金の一層の活用、助成案件の掘り起こしを目的に、都道府県等を対象 
にアンケート調査を実施する。 
 また、全国の指定調査機関へ向けて出えん依頼状を発送し、土壌汚染対策基金事業に 
ついての理解の促進と基金への出えんをお願いする。その他、封筒印刷、発送料、パソ 
コン、インターネット環境等の事務費用を含む。 

 
４．事業遂行に伴う人件費 （予算額 14,091 千円） 
上記の２．照会・相談事業及び３．普及啓発事業を円滑に実施するための費用として、

指定支援法人の職員に係る必要経費を計上する。 
 

以上 
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